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○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年

７月１日法律第 113号）（抄） 

 

（女性労働者に係る措置に関する特例）  

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う

措置を講ずることを妨げるものではない。 

 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）  

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の

対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動によ

り当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなけ

ればならない。  

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切か

つ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるも

のとする。  

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場

合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、

「聴く」と読み替えるものとする。 

 

第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進

するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつ

ている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合に

は、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。  

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析  

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障と

なつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成  

三 前号の計画で定める措置の実施  

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備  

五 前各号の措置の実施状況の開示 
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○労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、

事業主が適切に対処するための指針(平成 18 年 10 月 11 日厚生労働省告示第 614

号)(抄) 

 

第１ はじめに 

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律(以下「法」という。)第10条第１項の規定に基づき、法第５条から第７条まで

及び第９条第１項から第３項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処

することができるよう、これらの規定により禁止される措置として具体的に明らか

にする必要があると認められるものについて定めたものである。 

 

第２ 直接差別 

１～１３ （略） 

 

１４ 法違反とならない場合 

（1）２から４まで、６、８及び９に関し、次に掲げる措置を講ずることは、法第８

条に定める雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となって

いる事情を改善することを目的とする措置（ポジティブ・アクション）として、

法第５条及び第６条の規定に違反することとはならない。 

イ 女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募

集又は採用に当たって、当該募集又は採用に係る情報の提供について女性に有

利な取扱いをすること、採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先し

て採用することその他男性と比較して女性に有利な取扱いをすること。 

ロ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少な

い職務に新たに労働者を配置する場合に、当該配置の資格についての試験の受

験を女性労働者のみに奨励すること、当該配置の基準を満たす労働者の中から

男性労働者より女性労働者を優先して配置することその他男性労働者と比較

して女性労働者に有利な取扱いをすること。 

ハ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少な

い役職への昇進に当たって、当該昇進のための試験の受験を女性労働者のみに

奨励すること、当該昇進の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労

働者を優先して昇進させることその他男性労働者と比較して女性労働者に有

利な取扱いをすること。 

ニ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少な

い職務又は役職に従事するに当たって必要とされる能力を付与する教育訓練

に当たって、その対象を女性労働者のみとすること、女性労働者に有利な条件

を付すことその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをするこ

と。 

ホ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少な
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い職種への変更について、当該職種の変更のための試験の受験を女性労働者の

みに奨励すること、当該職種の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働者

より女性労働者を優先して職種の変更の対象とすることその他男性労働者と

比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。 

ヘ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少な

い雇用形態への変更について、当該雇用形態の変更のための試験の受験を女性

労働者のみに奨励すること、当該雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中か

ら男性労働者より女性労働者を優先して雇用形態の変更の対象とすることそ

の他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。 
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○事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置についての指針（平成 18年厚生労働省告示第 615号） 

 

１ はじめに 

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（以下「法」という。）第１１条第１項に規定する事業主が職場において行われ

る性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条

件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害され

ること（以下「職場におけるセクシュアルハラスメント」という。）のないよう雇

用管理上講ずべき措置について、同条第２項の規定に基づき事業主が適切かつ有効

な実施を図るために必要な事項について定めたものである。 

 

２ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容 

(1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な

言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を

受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的

な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハ

ラスメント」という。)がある。 

 

(2) 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該

労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂

行する場所については、「職場」に含まれる。例えば、取引先の事務所、取引

先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務

を遂行する場所であればこれに該当する。 

 

(3) 「労働者」とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契

約社員等いわゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをい

う。 

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務

の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第４７条の

２の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主

とみなされ、法第１１条第１項の規定が適用されることから、労働者派遣の役

務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、

３以下の措置を講ずることが必要である。 

 

(4) 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的

な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図
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的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必

要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれ

る。 

 

(5) 「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の

意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、

減給等の不利益を受けることであって、その状況は多様であるが、典型的な例

として、次のようなものがある。 

イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否

されたため、当該労働者を解雇すること。 

ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたた

め、当該労働者について不利益な配置転換をすること。 

ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公

然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。 

 

(6) 「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の

意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能

力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない

程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例とし

て、次のようなものがある。 

イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者

が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。 

ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続

的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。 

ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲

示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。 

 

３ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措

置の内容 

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上

次の措置を講じなければならない。 

(1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、

労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならな

い。 

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメ

ントの防止の効果を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の理解

を深めることが重要である。 
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イ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュ

アルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を

含む労働者に周知・啓発すること。 

（方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場

におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を規定し、

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容と併せ、労働者に周知・啓

発すること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料

等に職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセク

シュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を記載し、配布等する

こと。 

③ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシ

ュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を労働者に対して周知・

啓発するための研修、講習等を実施すること。 

ロ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者につ

いては、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場に

おける服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・

啓発すること。 

（方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場

におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する

懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。 

② 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、

現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定

められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に

周知・啓発すること。 

 

(2) 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制

の整備 

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に

対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならない。 

イ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定

めること。 

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例） 

① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。 

② 相談に対応するための制度を設けること。 

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。 
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ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応

できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセクシュ

アルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれが

ある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙

な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。 

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認めら

れる例） 

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談

窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。 

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点など

を記載したマニュアルに基づき対応すること。 

 

(3) 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があっ

た場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対

処として、次の措置を講じなければならない。 

イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例） 

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働

者（以下「相談者」という。）及び職場におけるセクシュアルハラスメン

トに係る性的な言動の行為者とされる者（以下「行為者」という。）の双

方から事実関係を確認すること。 

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、

事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関

係を聴取する等の措置を講ずること。 

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合など

において、法第１８条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者

機関に紛争処理を委ねること。 

ロ イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認で

きた場合においては、行為者に対する措置及び被害を受けた労働者（以下「被

害者」という。）に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場に

おけるセクシュアルハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対し

て必要な懲戒その他の措置を講ずること。併せて事案の内容や状況に応じ、

被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離

すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等

の措置を講ずること。 
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② 法第１８条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った

措置を講ずること。 

ハ 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発

する等の再発防止に向けた措置を講ずること。 

なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できな

かった場合においても、同様の措置を講ずること。 

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例） 

① 職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針及

び職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に

ついて厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームペ

ージ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること。 

② 労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を

啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。 

 

(4) (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置 

(1)から(3)までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければ

ならない。 

イ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は

当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談へ

の対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとと

もに、その旨を労働者に対して周知すること。 

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じてい

ると認められる例） 

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじ

めマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニ

ュアルに基づき対応するものとすること。 

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に

必要な研修を行うこと。 

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために

必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームペー

ジ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等すること。 

ロ 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又

は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行って

はならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発す

ることについて措置を講じていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働
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者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は

事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不

利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料

等に、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をした

こと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が

解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること。 


